
0泄区中小企業振輿某本条例

（目的）

昭和五十八年三J-l十七日
条例第九号

第 一条 この条例は、 f巷区における中小企業の重要性．にかんがみ、 その基盤の強化、 健全な発屎を促進
し、あわせて企業の自主的努力を助長するため、中小企業の振興の基本となる事項を定め、 もつて区内

中小企業の振興と地域社会の発展に寄与することを目的とする。

（定義）
第二条 この条例において、 次の各号に掲げる用語の意義は、 当該各号に定めるところによる。

ー 中小企業者 中小企業基本法（昭和二十八年法律第百五十四号）第三条に規定する中小企業者をいう。
二 小規模企業者 資本金の額若しくは出資の総額が荘百万円以下の法人又は常時使川する従業員の数
が十人（商業又はサービス業にあっては四人）以下の法人若しくは個人をいう。

：：：：：． 中小企業団休 中小企業団体の組織に関する法律（昭和三十二年法律第百八十冗号）第三条第——→•項に

規定する中小企業団体並びに商店街振興組合法（昭和三十七年法律第百四十一 号）に規定する商店街振興
組合及び商店街振興組合連合会並びに区長が特に認める団体をいう。

（助成等の施策）
第＝条 区長は、 第一条の目的を達成するため、 中小企業者及び中小企業団体に対し、次の各号に掲げ
る事項に係る助成等の施策を行うことができる（；

中小企業者に関する情報の収集及び提供
―― 助成金の交付
―‘ 融資のあっせん

四 企業・商店街診断及び経営相談·指導
可． 中小企業従事者の福利厚生事業
バ その他中小企業振興l-：．必要と認める事項

(I叉長の責務）
第四条 区長は、前条の施策を実施するに当つては、 消費者の保護に配應しつつ、 次の各号に掲げる措

僻を講ずるよう努めるものとする。

財政その他の措謄

二 社会・経済情勢の変化に対応した適切な措置
三 困その他のI規係機関に対する必要に応じた施策の充実及び改善の要請

（小規模企業者への配慮）

第五条 区長は、 小規模企業者に対し、 1府應資その他の施策について必要な考慇を払うよう努めるものと
する。

（中小企業者の資務）
第六条 中小企業を営む者は、自助の精神にのつとり経営基盤の改善・強化及び従業員の福利厚生の向

I.-：に努力を払うとともに、 地域環境の調和及び梢費生活の安定•安全確保に十分な配感をするものとす
る。






